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平成２９年度火薬類保安教育講習会のお知らせ 

群馬県火薬類保安協会 

 

 平成２９年度の保安手帳及び従事者手帳保持者、並びに新規従事者手帳交付希望者を

対象にした保安教育講習会を下記のとおり開催いたします。 

  本年度の講習会は、有効手帳をお持ちの場合、保安手帳及び従事者手帳の受講記録欄

に記載されている次回受講期限日が 29年 12月 31日の方が対象です。 

 

１．日時、会場等（各日 13:00～17:00） 

日程 場所 住所 定員 

９月１５日(金) 群馬建設会館 第４･５会議室 前橋市元総社町 2-5-3 40 

９月２６日(火) 群馬建設会館 第４･５会議室 前橋市元総社町 2-5-3 40 

１０月 ５日(木) バイテック文化ホール 吾妻郡中之条町西中之条 135 50 

１０月１０日(火) 群馬建設会館 第４･５会議室 前橋市元総社町 2-5-3 40 

１０月２３日(月) 群馬県建設業協会富岡支部 富岡市田島 348-3 30 

１１月２７日(月) 群馬建設会館 第４･５会議室 前橋市元総社町 2-5-3 40 

 

２．受講料 

区 分 受 講 料 

保安手帳保持者 会 員 8,500円 非会員 10,500円 

従事者手帳保持者･希望者 会 員 6,000円 非会員 8,000円 

※ 一度お支払いいただいた場合は返還できませんので必ず受講してください。 

 

３．手帳交付手数料（更新・新規） 

区 分 手 数 料 備 考 

更新交付 保安手帳･従事者手帳両方 3,700円 会員･非会員共通 

新規交付 従事者手帳新規希望者 5,500円 会員･非会員共通 

・ 保安手帳(黒)、従事者手帳(青･黄)の 5-6ページの受講記録欄に記入する余白が無

い方は、更新交付(手帳作成)手続きが必要となります。お手元の手帳を必ずご確

認ください。余白のない方は、受講料の他に上記更新交付手数料が必要となりま

す。また、交付申請書も併せてご提出ください。 

・ 余白がある方は、手帳交付手数料は必要ありません。 

・ 従事者手帳を新規に希望される方は、上記の新規交付手数料が受講料の他に必要

になります。交付申請書も必ずご提出ください。 
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４．受講料等振込先 

しののめ信用金庫前橋西支店 普通預金 ０５８６２２９ 

口座名 群馬県火薬類保安協会 

・ お手数ですが、振込手数料は貴社にてご負担をお願いします。 

・ 郵便振込用紙を希望される方はお問い合わせください。 

 

５．申込期限等 

平成２９年 ８月２８日（月）～９月１４日（木） 

・ 受講申込書に必要事項をご記入いただき、ＦＡＸもしくは持参にてお申し込みく

ださい。 

・ 今年度から受講申込書を刷新しました。これは、更新交付が必要な場合の確認と

併せ、受講料等の詳細を明確にするためです。従来の申込書とは異なるため、ご

不便をおかけするかと存じますが、ご理解とご協力をお願いします。 

・ お申し込みの状況により、希望日を調整させていただく場合があります。予めご

了承ください。 

 

６．申し込み・問い合わせ先 

群馬県火薬類保安協会 

〒371-0846 群馬県前橋市元総社町２－５－３ 

ＴＥＬ ０２７－２５２－１６６６ ＦＡＸ ０２７－２５２－１９９３ 

 

７．手帳について 

・ 有効手帳は、ご本人様が受講当日に必ずお持ちいただき、受付での提出をお願い

します。確認の後、受講記録欄に受講日等の記入と押印を行い、終了後にお戻し

します。 

・ 更新交付の場合、現時点での有効手帳をお預かりし、新規手帳を終了後にお渡し

します。 

・ 黒手帳の有効期限が切れている方は、本講習会を受講することはできません。別

途再教育講習会をご案内しますので、お問い合わせください。 

 

８．その他 

・ 申込書及び申請書等は、群馬県火薬類保安協会のホームページに掲載しています。

群馬県建設業協会内「群馬県火薬類保安協会からのお知らせ」からご覧いただく

か、「群馬県火薬類保安協会」で検索してください。 

ＵＲＬ http://www.gun-ken.or.jp/powder.html 

・ ホームページの閲覧ができない場合にはご連絡ください。 

 

 

 

 


